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特 月11 区 長

平素より当事業部の実施する事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます.

この度.医療事故情報収英等事業において収集した情報のうち、特に周知す

べき情報を取りまとめ. 8月 17日 ,こ f医療安全情報 No.165」 を当事業参

加登録医療機関並びに当事業参加登録医療機関以外で希望する病院に提伴いた

しましたのでお知らせいたします.

なお.こ の医療安全情報を含め報告書.年報は.当 事業のホームベージ

(http://w,med― safe.jp/)に も掲載いたしておりますので.貴管下医療機

関等に周知いただきご活用いただければ大変■いに存じます.

今後とも有用な情報提供となるよう医療安全情報の内容の充実に

'め

てまい

りますので.何■ご理解.ご協力のほど宣しくお願い中し上げます。
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アラートが機能しなかったことによる

アレルギーがある薬剤の投与

処方時にアラートが表示される条件に合つた方法で電子カルテにアレルギー情報を

登録していなかつたことにより.アレルギーがある薬剤を投与した事例が9件報告さ

れています(集計期間2015年 1月 ]日～2020年6月 30日 )。 この情報は.第58回

報告書「分析テーマ」で取り上げた内容をもとに作成しました。

アラートが表示される葉剤名を選択して登録する

方法が周知されていなかった

薬剤名を

選 尺して登録

テキスト入力 病棟看護師は、築剤名を選択して登録する病院の

(フリー入力)ルールを知らなかつた

テキスト入力〈フリー入力)で登録すると、処方時に
アラートが表示されないことを知らなかつた

アラートが表示される条件に合つた方法でアレ
ルギーがある薬剤名を選択して登録しなかつた
ため、処方時にアラートが表示されず,投与した
事例が報告されています。

アラートが

表示される条件

読 した

方法
主な背景

0医療安全情報No.30「アレルギーの既●がわかつている築剤の投与」は翻 関で決¨

れた場所に薬剤アレルギー情報の記載がなめ た事例が対象です.
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当院の電子カルテは.アレルギー11報を登録する際.藁剤名をリストから選択すると同じ成分の藁剤

の処方時にアラートが表示されるが.テキスト入力するとアラートが表示されなしヽ仕組みである.看護

師Aはアレルギー情報の登録に慣れておらす.院内のルールを知弘 かったため.「クラビット」とテキ

スト入力した.医師がレポフロキサシン錠を処方した際.アラートは表示されなかった.レポフロキサ

シン錠
','薬

剤部より払い出され構 肇師Bが息者に渡した。内服

“

間後穏 者に呼吸困難惑と眼瞼

浮腫などの症状が出現した。

楽この隊燎安全悧11は .医凛事故情報収集等]`葉 (厚生労働省補助V案 )|=おいて収集された事鋼をもと(=.本事栞の一環と
して麓合評饉椰会委損の意見にふ桑 .医燦V餃の発生予防.両発防」卜のために,成されたものです.

本半栞の建■やの群綱については.本

`如
―ヽムベージをご覧ください.卜 tt,/1ww“●、

`d■
■。,′

芸この情報の作成にあた,.作成時における正確しについてli万 全をuしておりますが.その内害を将来t=わた1,保 lFするもの

ではありません.

※この情報は.供僚卸
`者

の葉最を制限したり.医晨雄●キ(=義務や責任を腺す目的で昨蔵されたものではあ1,■せん.
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事例が発生した医療機関の取り組み

・処方時にアラートが表示される登線方法を用知する。

・テキストスカ (フリ…スカ)で登録すると処方時にアラートが表示され

ないことを注意喚虚する。

・嵐書のアレルギー情報は.処方時にアラートが表示される方法で登録

するも 一 ・~ ~‐‐~‐ ~~―     ―         ‐

上記|よ―例です。自施設に合った取り組みを検討してください.
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事 例 2

アラートが機能しなかったことによるアレルギーがある薬剤の投与

事 例 1

当院の電子カルテは.アレルギー情報にべニシリン系の薬剤を同 選択して登録すると.処方の際.

院内採用のすべてのべニシリン系の興剤にアラートが表示される仕組みである。通常は案剤を検索して

登録するが.医師は[べニシリン.ケフラール」とテキスト入力した。手術後.医師は患者がべ
=シリン

スの栞剤にアレルギーがあることを失念していた.スルバシリン瞼注用を処方した際.アラートは表示

されなかった.投与開始後.患者が上肢の痺れと息苦しさを

『

えたため投与を中止した.
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